
 

1 

 

令和７年(2025 年)６月１０日 

総 務 委 員 会 資 料 

総 務 部 職 員 課 

 

 

「中野区職員のワーク・ライフ・バランスと女性活躍推進計画（第４期中野区 

特定事業主行動計画）」の実績状況等及び次期計画策定の考え方について 

 

区では、令和２年４月に「中野区職員のワーク・ライフ・バランスと女性活躍推進計画

（第４期中野区特定事業主行動計画）」を策定し、職員のワーク・ライフ・バランスと女性

活躍を推進し、全ての職員が働きやすく、活躍できる職場づくりを進めている。 

ついては、令和６年度の中野区特定事業主行動計画の実績状況等及び次期計画策定の考

え方について以下のとおり報告する。 

 

 

１ 令和６年度の中野区特定事業主行動計画の実績状況等 

 

（１）年次有給休暇の取得状況（毎年１月１日から１２月３１日の数値） 

 
目標 

（Ｒ７年） 
Ｒ３年 Ｒ４年 Ｒ５年 Ｒ６年 

年次有給休暇取得率  ７４．３％ ７６．８％ ８０．１％ ８０．１％ 

１０日以上取得した職員割合  ７７．２％ ７９．９％ ８０．３％ ８１．５％ 

１５日以上取得した職員割合 １００％ ５９．２％ 61．８％ ６６．６％ ６７．９％ 

 ※１５日以上取得した職員割合は、採用１・２年目職員を除く 

 

（２）超過勤務時間の状況（毎年度４月１日から３月３１日の数値） 

 
目標 

（Ｒ７年度） 
Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

１人１か月平均 ６時間未満 ６．９時間 ６．４時間 ８．５時間 ８．９時間 

月間４５時間超 ６５６人 ６６７人 ９６３人 １０９９人 

年間３６０時間超 １１０人 １２２人 161 人 １８１人 

 ※月間４５時間超は延人数 
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（３）男性職員の育児関連休暇の取得状況（毎年度４月１日から３月３１日の数値） 

  
目標 

（Ｒ７年度） 
Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

出産支援 

休暇 

取得率 １００％ ９７．０％ ９７．４％ １００％ ９０．６％ 

取得平均日数  １．９日 2.0 日 2.0 日 １．９日 

育児参加 

休暇 

取得率 １００％ ８７．９％ ９２．３％ ８９．６％ ８１．３％ 

取得平均日数  ３．９日 4.5 日 ４.２日 ４.２日 

 

（４）男女別の育児休業の取得状況（毎年度４月１日から３月３１日の数値） 

取得期間 性別 
目標 

（Ｒ７年度） 
Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

１日以上 
男性  ６３．６％ ６７．５％ ８２．７％ ８２．４％ 

女性  １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ 

１か月以上 
男性 ４５％以上 ５１．５％ ５０．0％ ７５．0％ ７３．５％ 

女性  １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ 

 

（５）管理職に占める女性割合・各役職段階に占める女性割合（毎年４月１日時点の数値） 

 
目標 

（Ｒ７年度） 
Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

管理職割合 ３０％以上 ２６．６％ ２２．７％ ２０．０％ ２１．４％ ２１．０％ 

役
職
段
階
別 

部長  ２６．４％ ２５．０％ ２１．１％ 17.7% １７．７％ 

課長  ２３．０％ １８．１％ １５．５％ １8．6％ １８．１％ 

総括係長  ２８．０％ ２８．８％ ３１．３％ ３2．1％ ３６．０％ 

係長  ５０．６％ ５０．３％ ５０．６％ ５０．2％ ４８．５％ 

 

（６）男女の賃金の差異（令和６年度） 

  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき男女の賃金の差異について、

報告する。 

ア 全職員に係る情報 

職員区分 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

常勤職員（任期の定めのない常勤職員） ９２．７％ 

会計年度任用職員、再任用職員、再任用短

時間職員、任期付職員、任期付短時間職員 
６７．５％ 

全職員 ７３．０％ 
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イ 「常勤職員（任期の定めのない常勤職員）」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

（ア）役職段階別 

役職段階 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

部長級 １０９．１％ 

課長級 １０１．５％ 

総括係長 １００．５％ 

係長級 ９８．６％ 

（イ）勤続年数別 

勤続年数 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

３６年以上 ９６．６％ 

３１～３５年 ９４．９％ 

２６～３０年 ９４．２％ 

２１～２５年 １０２．０％ 

１６～２０年 ８６．５％ 

１１～１５年 ８３．６％ 

６～１０年 ９３．４％ 

１～５年 ９０．５％ 

 ※ 勤続年数は、中野区採用年度を勤続年数１年目とし、情報公表の対象となる年度 

までの年度単位で算出している。 

 

２ 次期計画策定の考え方 

第４期中野区特定事業主行動計画は令和７年度末に計画期間が終了することから、令和

８年度以降を計画期間とする第５期中野区特定事業主行動計画（以下「次期計画」という。）

の策定に向けた検討を進めていく。 

次期計画の検討に当たっては、計画の根拠となる関係法令の改正等の状況を踏まえ、さ

らに、令和５年１２月に総務省が策定した自治体向けの「人材育成・確保基本方針策定指

針」では、ワーク・ライフ・バランスの実現、職場の健康管理等に関する取組、働きやす

い職場の雰囲気の整備、職員のエンゲージメントの把握などの職員の育成・確保の取組を

具体化する際に検討すべき事項が示されたことから、次期計画との整合を図る必要がある。 

このような背景から、「中野区特定事業主行動計画」、「中野区職員障害者活躍推進計画」

及び「中野区人材育成計画」については、次期基本計画と計画期間の整合を図りつつ、職

員の育成・確保の視点から整理・統合し、進行管理を一体的に行うことで持続的な改善（ス

パイラルアップ）が期待できることから、一体的な計画とすることを検討していく。 


